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(57)【要約】
【課題】両眼視差を利用した立体視表示を行う際の画像
診断性を飛躍的に向上できる医用画像生成装置、医用画
像表示装置、医用画像生成方法及びプログラムを提供す
る。
【解決手段】右目画像表示部３６及び左目画像表示部３
４の表示領域１４０ｒ、１４０ｌ内から３Ｄ画像領域１
４４ｒ、１４４ｌをそれぞれ設定し、３Ｄ画像領域１４
４ｒ、１４４ｌ内から２Ｄ画像領域１４６ｒ、１４６ｌ
をそれぞれ設定し、３Ｄ画像領域１４４ｒ、１４４ｌに
表示するための右目視差画像４２ｒ及び左目視差画像４
２ｌを取得し、２Ｄ画像領域１４６ｒ、１４６ｌに表示
するための平面画像７４を取得し、平面画像７４を２Ｄ
画像領域１４６ｒ、１４６ｌにそれぞれ配置するととも
に、右目視差画像４２ｒ及び左目視差画像４２ｌを２Ｄ
画像領域１４６ｒ、１４６ｌを除く３Ｄ画像領域１４４
ｒ、１４４ｌにそれぞれ配置して右目画像７８ｒ及び左
目画像７８ｌを生成する。
【選択図】図１０
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　両眼視差を利用した立体視表示のため、一対の表示装置にそれぞれ表示させる一対の二
次元画像を生成する医用画像生成装置であって、
　各前記表示装置の表示領域内から立体視表示の画像領域をそれぞれ設定する第１画像領
域設定部と、
　前記第１画像領域設定部により設定された各前記立体視表示の画像領域内から平面視表
示の画像領域をそれぞれ設定する第２画像領域設定部と、
　前記第１画像領域設定部により設定された各前記立体視表示の画像領域に表示するため
の一対の視差画像を取得する第１画像取得部と、
　前記第２画像領域設定部により設定された各前記平面視表示の画像領域に表示するため
の一の画像を取得する第２画像取得部と、
　前記第２画像取得部により取得された前記一の画像を前記平面視表示の画像領域にそれ
ぞれ配置するとともに、前記第１画像取得部により取得された前記一対の視差画像を前記
平面視表示の画像領域を除く前記立体視表示の画像領域にそれぞれ配置して前記一対の二
次元画像を生成する画像配置部と
　を有することを特徴とする医用画像生成装置。
【請求項２】
　請求項１記載の医用画像生成装置において、
　前記立体視表示の画像領域と前記平面視表示の画像領域との境界周辺に遮光枠の画像を
付加する枠画像付加部を有する
　ことを特徴とする医用画像生成装置。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載の医用画像生成装置において、
　前記一対の視差画像のうち、前記第２画像取得部により前記一の画像が取得されたいず
れか一方の視差画像を識別するための識別マークの画像を付加する第１識別画像付加部を
有する
　ことを特徴とする医用画像生成装置。
【請求項４】
　請求項１～３のいずれか１項に記載の医用画像生成装置において、
　前記立体視表示の画像領域内から所定の画像領域を抽出する画像領域抽出部を有し、
　前記第２画像取得部は、前記画像領域抽出部により抽出された前記所定の画像領域の位
置に対応する平面視画像を前記一の画像として取得する
　ことを特徴とする医用画像生成装置。
【請求項５】
　請求項４記載の医用画像生成装置において、
　前記所定の画像領域のサイズを前記平面視表示の画像領域のサイズに合わせるように前
記平面視画像を拡縮処理する画像拡縮処理部を有する
　ことを特徴とする医用画像生成装置。
【請求項６】
　請求項４又は５に記載の医用画像生成装置において、
　前記所定の画像領域を画定する識別マークの画像を付加する識別画像付加部を有する
　ことを特徴とする医用画像生成装置。
【請求項７】
　請求項１～６のいずれか１項に記載の医用画像生成装置において、
　前記一対の視差画像は、放射線検出器に対する一方及び他方の角度から放射線源が被写
体を介して前記放射線検出器に放射線を照射した際に、前記被写体を透過した前記放射線
を前記放射線検出器が検出することにより取得した一対の放射線画像である
　ことを特徴とする医用画像生成装置。
【請求項８】
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　請求項１～７のいずれか１項に記載の医用画像生成装置により生成された前記一対の二
次元画像をそれぞれ表示する一対の表示部と、
　前記一対の表示部からの各光像を立体視表示として観察者に視認させるために各該光像
の光路及び偏光状態を調整する光学調整部と
　を有することを特徴とする医用画像表示装置。
【請求項９】
　両眼視差を利用した立体視表示のため、一対の表示装置にそれぞれ表示させる一対の二
次元画像を生成する医用画像生成方法であって、
　各前記表示装置の表示領域内から立体視表示の画像領域をそれぞれ設定するステップと
、
　設定された各前記立体視表示の画像領域内から平面視表示の画像領域をそれぞれ設定す
るステップと、
　設定された各前記立体視表示の画像領域に表示するための一対の視差画像を取得するス
テップと、
　設定された各前記平面視表示の画像領域に表示するための一の画像を取得するステップ
と、
　取得された前記一の画像を前記平面視表示の画像領域にそれぞれ配置するとともに、前
記第１画像取得部により取得された前記一対の視差画像を前記平面視表示の画像領域を除
く前記立体視表示の画像領域にそれぞれ配置して前記一対の二次元画像を生成するステッ
プと
　を備えることを特徴とする医用画像生成方法。
【請求項１０】
　両眼視差を利用した立体視表示のためにコンピュータを、
　一対の表示装置の各表示領域内から立体視表示の画像領域をそれぞれ設定する手段、
　設定された各前記立体視表示の画像領域内から平面視表示の画像領域をそれぞれ設定す
る手段、
　設定された各前記立体視表示の画像領域に表示するための一対の視差画像を取得する手
段、
　設定された各前記平面視表示の画像領域に表示するための一の画像を取得する手段、
　取得された前記一の画像を前記平面視表示の画像領域にそれぞれ配置するとともに、前
記第１画像取得部により取得された前記一対の視差画像を前記平面視表示の画像領域を除
く前記立体視表示の画像領域にそれぞれ配置して前記一対の二次元画像を生成する手段
　として機能させることを特徴とするプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、両眼視差を利用した立体視表示のため、一対の表示装置にそれぞれ表示させ
る一対の二次元画像を生成する医用画像生成装置、医用画像表示装置、医用画像生成方法
及びプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　Ｘ線診断装置、ＭＲＩ診断装置、各種ＣＴ装置などの医療用診断装置で撮影された画像
データを出力・可視化する方法は、光透過性のＸ線フイルム等に記録するいわゆるハード
コピーとしての出力形態と、ＣＲＴやＬＣＤ等の表示装置（以下、単に「ディスプレイ」
という場合がある。）に表示するいわゆるソフトコピーとしての出力形態とに大別される
。近年におけるコストダウンの要請、画像管理の問題、通信技術の発達等の多角的情勢か
ら、各種診断画像をＸ線フイルム等に出力することなく、ディスプレイに表示させる場合
が増加している。
【０００３】
　例えば、二次元の放射線画像は、被写体に透過（吸収）された放射線量の投影像、すな
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わち、放射線入射方向に対して被写体の各部位が重畳している位置関係下で取得された濃
淡画像である。医師又は技師は、このような二次元画像の読影をすることで、各部位の三
次元位置関係や、きわめて微小な病変の有無・形状について正確に把握しなければならな
い。そのため、読影作業には相当の熟練や注意を要する。
【０００４】
　そこで、例えば両眼視差を用いた立体画像により放射線画像を観察すれば、平面画像と
比べて奥行き情報を把握し易くなるので、画像診断性が向上することが期待される。この
ような出力形態は、ハードコピーのように消耗材を必要とせず、画像データを適宜再作成
・再加工でき、その結果を即時的に更新して表示できるソフトコピーでこそ実現可能であ
る。
【０００５】
　一般的な医療機器と同様に、診断用途のディスプレイにおいて、画像の診断性と装置の
操作性との両立が要求されている。立体画像を表示する場合には、通常の二次元表示とは
異なる固有の問題が生じ得る。その諸問題を解決するために、利用分野の異同を問わず、
種々の画像表示技術が提案されている。
【０００６】
　特許文献１には、直視型３Ｄディスプレイに２Ｄディスプレイを接続して、適切な表示
制御をする装置及び方法が開示されている。一例として、アイコン等のＧＵＩを２Ｄディ
スプレイ（高解像度側）に表示することにより、直視型３Ｄディスプレイの欠点である解
像度不足を補完できる旨が記載されている。
【０００７】
　特許文献２には、医療用の三次元撮像及びナビゲーションの方法及びシステムが開示さ
れている。具体的には、被検査器官の三次元動画像をディスプレイに表示し、再構成した
三次元画像を一のウィンドウに、心臓のリアルタイム二次元画像を他のウィンドウに併設
して表示している（特許文献２の段落［０２０６］～［０２０８］、図１６Ｂ等を参照）
。これにより、三次元画像を含めた診断情報を多角的に表示可能である旨が記載されてい
る。
【０００８】
　特許文献３には、直視型３Ｄディスプレイの表示領域のうち、選択された全部又は一部
の画像領域に二次元画像を表示し、残りの表示領域に三次元画像を表示する装置及び方法
が開示されている。これにより、装置としての用途や実用性を向上することができる旨が
記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】特開２００２－９１６４３号公報
【特許文献２】特開２００９－１８１８４号公報
【特許文献３】特開２００５－１７５５３８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　ところで、ディスプレイを用いた画像診断では、診断用のモノクロディスプレイ２台と
、多目的用途のカラーディスプレイ１台とを併設して用いる場合が多い。このモノクロデ
ィスプレイ（例えば、ＬＣＤ）は、Ｘ線フイルムに相当する画像描画能を獲得するため、
汎用のディスプレイと比較して、高解像度（画素サイズが小さい）の表示パネルや高輝度
のバックライトを使用している。
【００１１】
　また、検査対象物の二次元画像の一部を拡大して画面上に表示し、該画面上に表示され
た拡大画像を医師又は技師が丹念に見ることにより、前記検査対象物中の異常箇所を見つ
けることが広く行われている。



(5) JP 2011-182808 A 2011.9.22

10

20

30

40

50

【００１２】
　そして、本願発明者の研究・調査によると、立体画像（三次元画像）と平面画像（二次
元画像）とを適切に組み合わせて読影することにより、診断性が飛躍的に向上することを
見出した。
【００１３】
　しかしながら、特許文献１に開示された装置では、診断用のモノクロディスプレイ２台
に替えて、４台のディスプレイ（２台の直視型３Ｄディスプレイ及び２台の２Ｄディスプ
レイ）を設けなければならない。このように多数のディスプレイを配置すると、読影作業
に却って支障を来すおそれがある。
【００１４】
　また、特許文献２に開示されたシステムでは、三次元表示用ウィンドウと二次元表示用
ウィンドウとが並設されているため、１台のディスプレイに表示可能な画像領域が大きく
制限されてしまう。
【００１５】
　さらに、特許文献３に開示された装置では、信号処理のデータ量が膨大であるので、装
置のハードウェア構成が大掛かりとなり、製造コストが高騰する不都合がある。特に、高
精細な画像を表示して読影するマンモグラフィの診断性を向上することはきわめて困難で
ある。
【００１６】
　本発明は上記した問題を解決するためになされたもので、両眼視差を利用した立体視表
示を行う際の画像診断性を飛躍的に向上できる医用画像生成装置、医用画像表示装置、医
用画像生成方法及びプログラムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１７】
　本発明は、両眼視差を利用した立体視表示のため、一対の表示装置にそれぞれ表示させ
る一対の二次元画像を生成する医用画像生成装置に関する。
【００１８】
　そして、各前記表示装置の表示領域内から立体視表示の画像領域をそれぞれ設定する第
１画像領域設定部と、前記第１画像領域設定部により設定された各前記立体視表示の画像
領域内から平面視表示の画像領域をそれぞれ設定する第２画像領域設定部と、前記第１画
像領域設定部により設定された各前記立体視表示の画像領域に表示するための一対の視差
画像を取得する第１画像取得部と、前記第２画像領域設定部により設定された各前記平面
視表示の画像領域に表示するための一の画像を取得する第２画像取得部と、前記第２画像
取得部により取得された前記一の画像を前記平面視表示の画像領域にそれぞれ配置すると
ともに、前記第１画像取得部により取得された前記一対の視差画像を前記平面視表示の画
像領域を除く前記立体視表示の画像領域にそれぞれ配置して前記一対の二次元画像を生成
する画像配置部とを有することを特徴とする。
【００１９】
　このように、各立体視表示の画像領域内から平面視表示の画像領域をそれぞれ設定する
第２画像領域設定部と、一対の視差画像を前記平面視表示の画像領域を除く前記立体視表
示の画像領域にそれぞれ配置して一対の二次元画像を生成する画像配置部とを設けたので
、立体画像上に平面画像を重畳するように配置しながら画像の視認が可能であり、画像領
域の省スペース化が図れる。これにより、一度に観察できる診断画像の情報量が増加する
ので、画像診断性を飛躍的に向上できる。
【００２０】
　また、前記立体視表示の画像領域と前記平面視表示の画像領域との境界周辺に遮光枠の
画像を付加する枠画像付加部を有することが好ましい。これにより、平面画像を観察する
際に眩しさを低減でき、画像の観察がし易くなる。また、立体画像と平面画像との境界付
近での区画が明確となるので、相互の画像の影響を受けることなく画像を観察できる。
【００２１】
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　さらに、前記一対の視差画像のうち、前記第２画像取得部により前記一の画像が取得さ
れたいずれか一方の視差画像を識別するための識別マークの画像を付加する第１識別画像
付加部を有することが好ましい。
【００２２】
　さらに、前記立体視表示の画像領域内から所定の画像領域を抽出する画像領域抽出部を
有し、前記第２画像取得部は、前記画像領域抽出部により抽出された前記所定の画像領域
の位置に対応する平面視画像を前記一の画像として取得することが好ましい。これにより
、立体画像を用いて観察する際に、注目する画像領域について平面画像を併用してさらに
詳細に観察することができる。
【００２３】
　さらに、前記所定の画像領域のサイズを前記平面視表示の画像領域のサイズに合わせる
ように前記平面視画像を拡縮処理する画像拡縮処理部を有することが好ましい。これによ
り、設定された画像領域のサイズに応じて適切な平面画像の表示ができる。
【００２４】
　さらに、前記所定の画像領域を画定する識別マークの画像を付加する第２識別画像付加
部を有することが好ましい。これにより、立体画像と平面画像との位置の対応関係を可視
化して容易に把握できる。
【００２５】
　さらに、前記一対の視差画像は、放射線検出器に対する一方及び他方の角度から放射線
源が被写体を介して前記放射線検出器に放射線を照射した際に、前記被写体を透過した前
記放射線を前記放射線検出器が検出することにより取得した一対の放射線画像であること
が好ましい。
【００２６】
　本発明に係る医用画像表示装置は、上記した画像生成装置により生成された前記一対の
二次元画像をそれぞれ表示する一対の表示部と、前記一対の表示部からの各光像を立体視
表示として観察者に視認させるために各該光像の光路及び偏光状態を調整する光学調整部
とを有することを特徴とする。
【００２７】
　本発明は、両眼視差を利用した立体視表示のため、一対の表示装置にそれぞれ表示させ
る一対の二次元画像を生成する医用画像生成方法に関する。そして、各前記表示装置の表
示領域内から立体視表示の画像領域をそれぞれ設定するステップと、設定された各前記立
体視表示の画像領域内から平面視表示の画像領域をそれぞれ設定するステップと、設定さ
れた各前記立体視表示の画像領域に表示するための一対の視差画像を取得するステップと
、設定された各前記平面視表示の画像領域に表示するための一の画像を取得するステップ
と、取得された前記一の画像を前記平面視表示の画像領域にそれぞれ配置するとともに、
前記第１画像取得部により取得された前記一対の視差画像を前記平面視表示の画像領域を
除く前記立体視表示の画像領域にそれぞれ配置して前記一対の二次元画像を生成するステ
ップとを備えることを特徴とする。
【００２８】
　本発明に係るプログラムは、両眼視差を利用した立体視表示のためにコンピュータを、
一対の表示装置の各表示領域内から立体視表示の画像領域をそれぞれ設定する手段、設定
された各前記立体視表示の画像領域内から平面視表示の画像領域をそれぞれ設定する手段
、設定された各前記立体視表示の画像領域に表示するための一対の視差画像を取得する手
段、設定された各前記平面視表示の画像領域に表示するための一の画像を取得する手段、
取得された前記一の画像を前記平面視表示の画像領域にそれぞれ配置するとともに、前記
第１画像取得部により取得された前記一対の視差画像を前記平面視表示の画像領域を除く
前記立体視表示の画像領域にそれぞれ配置して前記一対の二次元画像を生成する手段とし
て機能させることを特徴とする。
【発明の効果】
【００２９】
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　本発明に係る医用画像生成装置、医用画像表示装置、医用画像生成方法及びプログラム
によれば、各表示装置の表示領域内から立体視表示の画像領域をそれぞれ設定し、設定さ
れた各前記立体視表示の画像領域内から平面視表示の画像領域をそれぞれ設定し、設定さ
れた各前記立体視表示の画像領域に表示するための一対の視差画像を取得し、設定された
各前記平面視表示の画像領域に表示するための一の画像を取得し、取得された前記一の画
像を前記平面視表示の画像領域にそれぞれ配置するとともに、前記第１画像取得部により
取得された前記一対の視差画像を前記平面視表示の画像領域を除く前記立体視表示の画像
領域にそれぞれ配置して前記一対の二次元画像を生成するようにしたので、立体画像上に
平面画像を重畳するように配置しながら画像の視認が可能であり、画像領域の省スペース
化が図れる。これにより、一度に観察できる診断画像の情報量が増加するので、画像診断
性を飛躍的に向上できる。
【図面の簡単な説明】
【００３０】
【図１】本実施の形態に係る医用画像表示装置を備えた放射線画像撮影システムの概略構
成ブロック図である。
【図２】図２Ａは、二次元画像である右目画像の説明図である。図２Ｂは、二次元画像で
ある左目画像の説明図である。図２Ｃは、立体画像（３Ｄ画像）の説明図である。
【図３】図１の放射線画像撮影システムを構成するマンモグラフィ装置の斜視図である。
【図４】図３のマンモグラフィ装置の一部側面図である。
【図５】図１の放射線画像撮影システムの詳細ブロック図である。
【図６】図５の画像生成装置の詳細ブロック図である。
【図７】図１の放射線画像撮影システムの動作を示すフローチャートである。
【図８】図１の画像表示装置の動作を示すフローチャートである。
【図９】図９Ａは、右目画像における各画像領域の設定例を示す説明図である。図９Ｂは
、左目画像における各画像領域の設定例を示す説明図である。
【図１０】図１０Ａ～図１０Ｃは、３Ｄ画像領域内に平面画像を表示する際の画面遷移を
示す説明図である。
【図１１】図１１Ａ及び図１１Ｂは、右目画像（左目画像）における各画像領域を設定す
る変形例を示す説明図である。
【図１２】図１２Ａ及び図１２Ｂは、３Ｄ画像領域内に平面画像を表示する際の画面遷移
の第１変形例を示す説明図である。
【図１３】図１３Ａ及び図１３Ｂは、３Ｄ画像領域内に平面画像を表示する際の画面遷移
の第２変形例を示す説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００３１】
　以下、本発明に係る医用画像表示方法についてそれを実施する医用画像表示装置との関
係において好適な実施形態を挙げ、添付図面を参照しながら詳細に説明する。
【００３２】
　図１に概略的に示すように、放射線画像撮影システム１０は、基本的には、被写体１２
のマンモ１４（乳房）に対して異なる２つの角度から放射線１６ｂ、１６ｃを照射するス
テレオ撮影を行うことにより、該マンモ１４が写り込んだ２枚の放射線画像を取得するマ
ンモグラフィ装置１８（放射線画像撮影装置）と、マンモグラフィ装置１８が取得した２
枚の放射線画像のうち、一方の放射線画像を医師又は技師等の観察者２０の右目４８ｒ用
の二次元画像（右目視差画像４２ｒ）とし、且つ、他方の放射線画像を観察者２０の左目
４８ｌ用の二次元画像（左目視差画像４２ｌ）とすることにより、右目視差画像４２ｒ及
び左目視差画像４２ｌに基づく三次元画像（立体画像）を観察者２０に視認させる画像表
示装置２２（医用画像表示装置）とから構成される。
【００３３】
　この場合、マンモグラフィ装置１８は、マンモ１４の略中心を通る中心軸２４上のＡ位
置（θ＝０°）に対して＋θ１の角度だけ回転したＢ位置、あるいは、－θ１の角度だけ
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回転したＣ位置からマンモ１４に放射線１６ｂ、１６ｃをそれぞれ照射する放射線源２６
と、マンモ１４を透過した放射線１６ｂ、１６ｃを検出して放射線画像（右目視差画像４
２ｒ及び左目視差画像４２ｌ）に変換する固体検出器２８（放射線検出器）と、固体検出
器２８を収容し、且つ、マンモ１４を保持する撮影台３０と、放射線源２６側から撮影台
３０に指向して変位することにより撮影台３０とともにマンモ１４を圧迫保持する圧迫板
３２とを有する。
【００３４】
　なお、図１では、Ｂ位置に配置された放射線源２６からマンモ１４に対して放射線１６
ｂを照射し、該マンモ１４を透過した放射線１６ｂを固体検出器２８で検出することによ
り右目視差画像４２ｒを取得し、一方で、Ｃ位置に配置された放射線源２６からマンモ１
４に対して放射線１６ｃを照射し、該マンモ１４を透過した放射線１６ｃを固体検出器２
８で検出することにより左目視差画像４２ｌを取得する場合を図示している。また、中心
軸２４は、マンモ１４の略中心を通り、且つ、撮影台３０の上面及び固体検出器２８と略
直交する垂直軸である。
【００３５】
　画像表示装置２２は、左目視差画像４２ｌを表示する左目画像表示部３４と、左目画像
表示部３４に対して所定角度回転した位置に配置され、且つ、右目視差画像４２ｒを表示
する右目画像表示部３６と、左目画像表示部３４と右目画像表示部３６との間の所定位置
に配置され、且つ、左目画像表示部３４が表示した左目視差画像４２ｌの表示光４４ｌを
透過して観察者２０側に出力するとともに、右目画像表示部３６が表示した右目視差画像
４２ｒの表示光４４ｒを観察者２０側に反射して出力するハーフミラー３８と、観察者２
０が装着する立体視眼鏡４０とを有する。
【００３６】
　立体視眼鏡４０は、フレーム４５と、該フレーム４５に固定された右目４８ｒ用の偏光
レンズ４６ｒと、該フレーム４５に固定された左目４８ｌ用の偏光レンズ４６ｌとを有す
る。この場合、ハーフミラー３８、偏光レンズ４６ｒ及び偏光レンズ４６ｌは、表示光４
４ｒ、４４ｌ（各光像）の光路及び偏光状態を調整する光学調整部として機能する。
【００３７】
　すなわち、観察者２０は、偏光レンズ４６ｒを介してハーフミラー３８からの表示光４
４ｒの示す右目視差画像４２ｒを右目４８ｒで視るとともに、偏光レンズ４６ｌを介して
ハーフミラー３８からの表示光４４ｌの示す左目視差画像４２ｌを左目４８ｌで視ること
により、右目視差画像４２ｒ及び左目視差画像４２ｌの合成画像を立体画像（三次元画像
、３Ｄ画像）として視認することができる。
【００３８】
　図２Ａに示すように、画像表示装置２２は、右目画像表示部３６の表示画面７０に、マ
ンモ１４を示すマンモ画像７２ｒを含む右目視差画像４２ｒと、マンモ１４の一部を示す
平面画像７４ｒ（一の画像）と、観察者２０の操作に用いられる操作画像７６ｒとからな
る右目画像７８ｒを表示する。
【００３９】
　図２Ｂに示すように、画像表示装置２２は、左目画像表示部３４の表示画面８０に、マ
ンモ１４を示すマンモ画像７２ｌを含む左目視差画像４２ｌと、マンモ１４の一部を示す
平面画像７４ｌと、観察者２０の操作に用いられる操作画像７６ｌとからなる左目画像７
８ｌを表示する。なお、右目画像表示部３６が左目画像表示部３４と同一の表示部である
場合は、平面画像７４ｒと平面画像７４ｌとは同一の画像である。以下、説明の便宜上、
参照符号の数字の後に付されたアルファベットを省略して、単に平面画像７４という場合
がある。
【００４０】
　そして、観察者２０は、右目画像７８ｒ及び左目画像７８ｌの合成画像を、立体画像８
２と、平面画像８４と、平面視表示の操作画像８６とからなる仮想の表示画像８８として
視認する（図２Ｃ参照）。
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【００４１】
　立体画像８２には、マンモ１４を示す立体視表示のマンモ画像９０が表されている。平
面画像８４には、マンモ１４の一部を示す平面視表示のマンモ画像９２が表されている。
操作画像８６には、観察者２０による操作用の２つのボタン９４、９６が表されている。
【００４２】
　次に、マンモグラフィ装置１８の具体的な構成について、図３及び図４を参照しながら
説明する。
【００４３】
　このマンモグラフィ装置１８は、基本的には、立設状態に設置される基台５０と、該基
台５０の略中央部に配設された旋回軸５２の先端部に固定されるアーム部材５４と、放射
線源２６を収容し、アーム部材５４の一端部に固定される放射線源収容部５６と、アーム
部材５４の他端部に固定される撮影台３０と、放射線源収容部５６と撮影台３０との間に
設けられた圧迫板３２とを備える。また、基台５０には、被写体１２の撮影部位等の撮影
条件や被写体１２のＩＤ情報等を表示するとともに、必要に応じてこれらの情報を設定可
能な表示操作部６４が配設される。
【００４４】
　放射線源収容部５６及び撮影台３０を連結するアーム部材５４は、旋回軸５２を中心と
して旋回することで、被写体１２のマンモ１４に対する方向が調整可能に構成される。ま
た、放射線源収容部５６は、ヒンジ部５８を介してアーム部材５４に連結されており、矢
印θ方向に撮影台３０とは独立に旋回可能に構成される。
【００４５】
　アーム部材５４には、被写体１２が対向する側部（正面側）に矢印Ｚ方向に沿って溝部
６０が設けられ、一方で、矢印Ｙ方向の両側部には、被写体１２が把持するための取手部
６２ｒ、６２ｌがそれぞれ設けられている。圧迫板３２は、その基端部を溝部６０に挿入
して図示しない取付部と嵌合することにより、放射線源収容部５６と撮影台３０との間に
配設されるとともに、前記取付部が溝部６０に沿って矢印Ｚ方向に変位することにより、
該取付部と一体的に矢印Ｚ方向に変位可能である。
【００４６】
　図５は、図１の放射線画像撮影システム１０の詳細ブロック図である。
【００４７】
　マンモグラフィ装置１８は、図１～図３で説明した構成要素のほか、撮影条件記憶部１
００、放射線源駆動制御部１０２、検出器制御部１０４、画像情報記憶部１０６及び圧迫
板駆動制御部１０８をさらに有する。
【００４８】
　撮影条件記憶部１００は、放射線源２６の管電流及び管電圧、放射線１６ｂ、１６ｃの
照射線量及び照射時間、ステレオ撮影時の撮影角度（＋θ１、－θ１）や撮影順序、前記
撮影角度における放射線源２６の三次元位置（放射線源２６と固体検出器２８との間の距
離）等を含む撮影条件を記憶する。前記撮影条件は、医師又は技師（観察者２０）による
表示操作部６４の操作に起因して撮影条件記憶部１００に設定（記憶）することができる
。放射線源駆動制御部１０２は、前記撮影条件に従って放射線源２６を駆動制御する。圧
迫板駆動制御部１０８は、圧迫板３２を矢印Ｚ方向に移動させる。検出器制御部１０４は
、固体検出器２８を制御して、該固体検出器２８で放射線１６ｂ、１６ｃからそれぞれ変
換された右目視差画像４２ｒ及び左目視差画像４２ｌを画像情報記憶部１０６に記憶する
。
【００４９】
　画像表示装置２２は、医用画像生成装置としての画像生成装置１０９をさらに有する。
画像生成装置１０９は、制御部（表示制御部）１１０、画像処理部１１２、画像情報記憶
部１１４、操作部１１６、第１画像領域設定部１１８及び第２画像領域設定部１２０を備
えている。
【００５０】
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　制御部１１０は、画像情報記憶部１０６に記憶された右目視差画像４２ｒ及び左目視差
画像４２ｌを取得し、画像処理部１１２に対して所定の画像処理を行わせる。また、制御
部１１０は、画像処理後の右目画像７８ｒを右目画像表示部３６の表示画面７０（図２Ａ
参照）に表示させるとともに、画像処理後の左目画像７８ｌを左目画像表示部３４の表示
画面８０（図２Ｂ参照）に表示させる。さらに、制御部１１０は、観察者２０による操作
部１１６の操作入力に従った処理も実行可能である。
【００５１】
　画像情報記憶部１１４は、画像処理後の右目画像７８ｒ及び左目画像７８ｌを記憶する
。
【００５２】
　第１画像領域設定部１１８は、右目画像７８ｒ及び左目画像７８ｌの表示領域内から３
Ｄ画像領域（立体視表示の画像領域）をそれぞれ設定する。第２画像領域設定部１２０は
、各前記３Ｄ画像領域内から２Ｄ画像領域（平面視表示の画像領域）をそれぞれ設定する
。
【００５３】
　図６は、図５の画像生成装置１０９の詳細ブロック図である。
【００５４】
　画像生成装置１０９は、マンモグラフィ装置１８から右目視差画像４２ｒ及び左目視差
画像４２ｌ（一対の視差画像）を取得する第１画像取得部１２２と、３Ｄ画像領域から所
定の画像領域（以下、「抽出領域」という。）を抽出する画像領域抽出部１２４と、該画
像領域抽出部１２４により抽出された抽出領域の位置に対応する平面画像に対して拡縮処
理を行う画像拡縮処理部１２６と、該画像拡縮処理部１２６により拡縮された処理後の平
面画像７４を取得する第２画像取得部１２８と、右目視差画像４２ｒ、左目視差画像４２
ｌ及び前記処理後の平面画像を所定の位置に配置する画像配置部１３０と、３Ｄ画像領域
と２Ｄ画像領域との境界付近に出力輝度が低い遮光枠の画像を付加する枠画像付加部１３
２と、第２画像取得部１２８により平面画像７４が取得されたいずれか一方の視差画像を
識別するための識別マークの画像（例えば、「Ｒ」や「Ｌ」の表記等）や、前記抽出領域
を画定する識別マークの画像（例えば、実線の枠等）を付加する識別画像付加部１３４（
第１識別画像付加部、第２識別画像付加部）とを備えている。
【００５５】
　画像拡縮処理部１２６は、決定された画像倍率に応じて、一例として前記抽出領域のサ
イズを前記２Ｄ画像領域のサイズに合わせるように拡縮処理を行う。
【００５６】
　画像配置部１３０は、右目画像７８ｒ及び左目画像７８ｌの２Ｄ画像領域に前記処理後
の平面画像を配置する。また、画像配置部１３０は、右目画像７８ｒ及び左目画像７８ｌ
の３Ｄ画像領域（２Ｄ画像領域との重複領域を除く。）に右目視差画像４２ｒ及び左目視
差画像４２ｌをそれぞれ配置する。
【００５７】
　本発明の実施形態に係る画像表示装置２２及びマンモグラフィ装置１８を備えた放射線
画像撮影システム１０の構成は、上述した通りである。
【００５８】
　次に、放射線画像撮影システム１０の動作（画像表示装置２２において実施される画像
表示方法）について、図７のフローチャートを参照しながら説明する。
【００５９】
　ステップＳ１において、医師又は技師（観察者２０）は、被写体１２のマンモ１４（図
１～図５参照）に対するステレオ撮影に先立ち、マンモグラフィ装置１８の表示操作部６
４を操作して、撮影条件記憶部１００にマンモ１４に応じた撮影条件を記憶させる（図５
参照）。
【００６０】
　ステップＳ２において、図３に示すように、医師又は技師は、圧迫板３２の基端部を溝
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部６０に挿入して前記取付部と嵌合することにより、放射線源収容部５６と撮影台３０と
の間に該圧迫板３２を配設する。
【００６１】
　ステップＳ３において、医師又は技師は、被写体１２のマンモ１４のポジショニングを
行う。すなわち、医師又は技師は、図５に示すように、マンモ１４を撮影台３０における
圧迫板３２との対向位置に配置した後、表示操作部６４を操作して圧迫板駆動制御部１０
８を駆動させ、矢印Ｚ方向に沿って圧迫板３２を撮影台３０に向かって移動させる。これ
により、マンモ１４は、撮影台３０及び圧迫板３２により圧迫固定される。
【００６２】
　このようにして、ステップＳ１～Ｓ３の撮影準備が完了した後のステップＳ４において
、マンモグラフィ装置１８は、放射線源２６を駆動して、マンモ１４に対するステレオ撮
影を行う。
【００６３】
　この場合、医師又は技師が表示操作部６４を操作して、ステレオ撮影の開始を指示する
と、放射線源駆動制御部１０２（図５参照）は、ヒンジ部５８を中心として放射線源収容
部５６を回動させ、Ｂ位置に放射線源２６を配置する。次に、医師又は技師が表示操作部
６４に表示された図示しない曝射スイッチを操作すると、放射線源駆動制御部１０２は、
撮影条件記憶部１００に記憶された撮影条件に従って、Ｂ位置に配置された放射線源２６
を駆動制御する（図１参照）。
【００６４】
　これにより、Ｂ位置の放射線源２６から出力された放射線１６ｂは、圧迫板３２を介し
てマンモ１４に照射され、マンモ１４を透過した放射線１６ｂは、固体検出器２８によっ
て１枚目の放射線画像（右目視差画像４２ｒ）として検出される。検出器制御部１０４は
、固体検出器２８を制御して１枚目の放射線画像（右目視差画像４２ｒ）を取得し、取得
した右目視差画像４２ｒを画像情報記憶部１０６に一旦記憶させる。
【００６５】
　Ｂ位置での右目視差画像４２ｒの撮影が完了した時点で、マンモグラフィ装置１８は、
今度は、Ｃ位置に放射線源２６を移動させ、上述したＢ位置での撮影と同様にして、Ｃ位
置での２枚目の放射線画像の撮影を実行する。
【００６６】
　この場合、右目視差画像４２ｒの撮影完了の通知が表示操作部６４に表示されると、医
師又は技師は、表示操作部６４を操作して、２枚目の放射線画像の撮影開始を指示する。
【００６７】
　放射線源駆動制御部１０２は、前記撮影開始の指示に従って、ヒンジ部５８を中心とし
て放射線源収容部５６を回動させ、Ｂ位置からＣ位置に放射線源２６を配置する。次に、
医師又は技師が表示操作部６４の前記曝射スイッチを操作すると、放射線源駆動制御部１
０２は、前記撮影条件に従って、Ｃ位置に配置された放射線源２６を駆動制御する。
【００６８】
　これにより、Ｃ位置の放射線源２６から出力された放射線１６ｃは、圧迫板３２を介し
てマンモ１４に照射され、マンモ１４を透過した放射線１６ｃは、固体検出器２８によっ
て２枚目の放射線画像（左目視差画像４２ｌ）として検出される。検出器制御部１０４は
、固体検出器２８を制御して２枚目の放射線画像（左目視差画像４２ｌ）を取得し、取得
した左目視差画像４２ｌを画像情報記憶部１０６に一旦記憶させる。
【００６９】
　従って、ステップＳ４のステレオ撮影が完了した時点で、画像情報記憶部１０６には、
２枚の放射線画像（二次元画像としての右目視差画像４２ｒ及び左目視差画像４２ｌ）が
それぞれ記憶されることになる。
【００７０】
　このようにして、マンモグラフィ装置１８におけるステレオ撮影が完了した後のステッ
プＳ５において、マンモグラフィ装置１８（図１、図４及び図５参照）の図示しない画像
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処理部は、観察者２０による操作部１１６の操作に起因した放射線画像の取得指示に基づ
いて、あるいは、自動的に、画像情報記憶部１０６から右目視差画像４２ｒ及び左目視差
画像４２ｌを取得し、取得した右目視差画像４２ｒ及び左目視差画像４２ｌに対して周波
数強調処理や濃度階調補正等の所定の画像処理を行い、画像情報記憶部１０６に再度記憶
させる。
【００７１】
　次のステップＳ６において、制御部１１０は、画像表示装置２２に適切な診断画像を表
示させる。この動作について、図８のフローチャートを用いて詳細に説明する。
【００７２】
　ステップＳ６１において、第１画像領域設定部１１８は、３Ｄ画像領域を設定する。図
９Ａに示すように、右目画像７８ｒの表示領域１４０ｒのうち、操作画像領域１４２ｒを
除いた矩形状の画像領域を、３Ｄ画像領域１４４ｒとして設定する。図９Ｂに示すように
、左目画像７８ｌの表示領域１４０ｌのうち、操作画像領域１４２ｌを除いた矩形状の画
像領域を、３Ｄ画像領域１４４ｌとして設定する。この３Ｄ画像領域の位置やサイズは、
予め決定された値を用いてもよいし、操作部１１６により自在に変更できるようにしても
よい。
【００７３】
　次のステップＳ６２において、図６に示す制御部１１０は、右目画像表示部３６及び左
目画像表示部３４を介して３Ｄ画像を表示させる。第１画像取得部１２２は、制御部１１
０から右目視差画像４２ｒ及び左目視差画像４２ｌを取得し、これらの一対の視差画像を
画像配置部１３０に供給する。画像配置部１３０は、右目視差画像４２ｒを３Ｄ画像領域
１４４ｒ（図９Ａ参照）に配置して右目画像７８ｒを生成する。同様に、画像配置部１３
０は、左目視差画像４２ｌを３Ｄ画像領域１４４ｌ（図９Ｂ参照）に配置して左目画像７
８ｌを生成する。なお、適切に画像を配置するために、画像配置部１３０は、右目視差画
像４２ｒ又は左目視差画像４２ｌに対してトリミングや画像拡縮等の公知の画像処理を行
うようにしてもよい。
【００７４】
　そして、画像配置部１３０は、生成した右目画像７８ｒ及び左目画像７８ｌを枠画像付
加部１３２、識別画像付加部１３４を介して制御部１１０に供給する。なお、現時点では
、枠画像付加部１３２及び識別画像付加部１３４は、何らの画像処理を施すことはない。
【００７５】
　図５に示すように、制御部１１０は、右目画像表示部３６の表示画面７０に右目画像７
８ｒを表示させるとともに、左目画像表示部３４の表示画面８０に左目画像７８ｌを表示
させる。これにより、表示画面７０に表示された右目画像７８ｒの表示光４４ｒは、ハー
フミラー３８に向かって下方に進行するとともに、表示画面８０に表示された左目画像７
８ｌの表示光４４ｌは、ハーフミラー３８に向かって斜め上方に進行する。
【００７６】
　ハーフミラー３８は、表示光４４ｒを反射させて立体視眼鏡４０側に出力するとともに
、表示光４４ｌを透過させて観察者２０の立体視眼鏡４０側に出力する。これにより、立
体視眼鏡４０の偏光レンズ４６ｒは、該偏光レンズ４６ｒの吸収軸に平行な表示光４４ｒ
のみ透過させるとともに、偏光レンズ４６ｌは、該偏光レンズ４６ｌの吸収軸に平行な表
示光４４ｌのみ透過させる。この結果、立体視眼鏡４０を装着した観察者２０は、右目４
８ｒで表示光４４ｒの示す右目画像７８ｒを視るとともに、左目４８ｌで表示光４４ｌの
示す左目画像７８ｌを視ることになるので、立体画像８２（図２Ｃ参照）を容易に視認す
ることができる。
【００７７】
　次のステップＳ６３において、制御部１１０は、画像表示を継続するか否かを判断する
。具体的には、図１０Ａに示す［終了］ボタン９６のクリック動作の有無で判断される。
ステップＳ６３の時点において前記クリック動作が確認された場合は、画像の表示が終了
する。一方、ステップＳ６３の時点において前記クリック動作が確認されない場合は、次
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のステップに進む。
【００７８】
　次のステップＳ６４において、制御部１１０は、２Ｄ表示の指示の有無を判断する。具
体的には、図１０Ａに示す［２Ｄ表示］ボタン９４のクリック動作の有無で判断される。
ステップＳ６４の時点において前記クリック動作が確認されない場合はステップＳ６２に
戻る。その後、前記クリック動作が確認されるまでステップＳ６２～Ｓ６４の動作を繰り
返す。一方、ステップＳ６４の時点において前記クリック動作が確認された場合は、次の
ステップに進む。
【００７９】
　次のステップＳ６５において、第２画像領域設定部１２０は、２Ｄ画像領域を設定する
。図９Ａに示すように、右目画像７８ｒの３Ｄ画像領域１４４ｒのうち、破線で示す矩形
状の画像領域を、２Ｄ画像領域１４６ｒとして設定する。図９Ｂに示すように、左目画像
７８ｌの３Ｄ画像領域１４４ｌのうち、破線で示す矩形状の画像領域を、２Ｄ画像領域１
４６ｌとして設定する。この２Ｄ画像領域１４６ｒ、１４６ｌの位置やサイズは、予め決
定された値を用いてもよいし、操作部１１６により自在に変更できるようにしてもよい。
【００８０】
　次のステップＳ６６において、制御部１１０は、右目画像表示部３６及び左目画像表示
部３４を介して３Ｄ画像及び２Ｄ画像を併せて表示させる。
【００８１】
　図６に示すように、第１画像取得部１２２は、制御部１１０から右目視差画像４２ｒ及
び左目視差画像４２ｌを取得し、これらの一対の視差画像を画像配置部１３０に供給する
。
【００８２】
　一方、画像領域抽出部１２４は、第１画像取得部１２２から供給された右目視差画像４
２ｒ又は左目視差画像４２ｌのいずれか一方について、所定の画像領域（すなわち、抽出
領域）の画像データを抽出する。
【００８３】
　図１０Ｂに示すように、医師又は技師は、操作部１１６（例えばマウス）を用いて関心
領域をポインタ１４８で指示した後、ドラッグ操作を行う。すると、仮想の表示画像８８
上に破線で示す領域抽出枠１５０が付加される。そして、医師又は技師は、［２Ｄ表示］
ボタン９４をクリックすると、前記領域抽出枠１５０が囲む画像領域が抽出領域として決
定される。
【００８４】
　そして、図６に戻って、画像拡縮処理部１２６は、前記抽出領域のサイズを２Ｄ画像領
域１４６ｒ、１４６ｌ（図９Ａ及び図９Ｂ参照）のサイズに合わせるように画像データの
拡縮処理を行う。この拡縮処理には、公知の補間演算を用いることができる。また、画像
倍率に応じた演算アルゴリズムを選択してもよい。
【００８５】
　そして、第２画像取得部１２８は、画像拡縮処理部１２６から供給された画像データを
平面画像７４ｒ、７４ｌとして取得する。取得する画像は、右目視差画像４２ｒ又は左目
視差画像４２ｌのいずれか一方でよく、あるいは正面撮影（図１に示すＡ位置からの撮影
）による放射線画像を別途有していれば、その放射線画像を用いてもよい。
【００８６】
　そして、画像配置部１３０は、右目視差画像４２ｒ及び左目視差画像４２ｌを第１画像
取得部１２２から取得し、平面画像７４ｒ、７４ｌを第２画像取得部１２８から取得する
。画像配置部１３０は、右目画像７８ｒの２Ｄ画像領域１４６ｒに平面画像７４ｒを配置
し、右目画像７８ｒの３Ｄ画像領域１４４ｒ（２Ｄ画像領域１４６ｒとの重複領域を除く
。）に右目視差画像４２ｒを配置し、右目画像７８ｒの操作画像領域１４２ｒに操作画像
７６ｒを配置することで、右目画像７８ｒを生成する。また、画像配置部１３０は、左目
画像７８ｌの２Ｄ画像領域１４６ｌに平面画像７４ｌを配置し、左目画像７８ｌの３Ｄ画
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像領域１４４ｌ（２Ｄ画像領域１４６ｌとの重複領域を除く。）に左目視差画像４２ｌを
配置し、左目画像７８ｌの操作画像領域１４２ｌに操作画像７６ｌを配置することで、左
目画像７８ｌを生成する。
【００８７】
　そして、枠画像付加部１３２は、右目画像７８ｒ及び左目画像７８ｌを画像配置部１３
０から取得する。枠画像付加部１３２は、これらの一対の二次元画像に対して、３Ｄ画像
領域１４４ｒ、１４４ｌと２Ｄ画像領域１４６ｒ、１４６ｌとの境界周辺に、右目画像表
示部３６及び左目画像表示部３４の出力輝度が低い遮光枠１５２（ハッチング領域：図１
０Ｃ参照）をそれぞれ付加する。これにより、平面画像７４を観察する際に眩しさを低減
でき、画像を観察し易くなる。また、立体画像８２と平面画像８４（図２Ｃ参照）との境
界付近での区画が明確となるので、相互の画像の影響を受けることなく画像を観察できる
。
【００８８】
　そして、識別画像付加部１３４は、右目画像７８ｒ及び左目画像７８ｌを枠画像付加部
１３２から取得する。識別画像付加部１３４は、これらの一対の二次元画像に対して、抽
出領域を画定する領域抽出枠１５０を付加する。これにより、立体画像８２と平面画像８
４との表示位置の対応関係を可視化して容易に把握できる。
【００８９】
　そして、制御部１１０は、識別画像付加部１３４から画像処理後の右目画像７８ｒ及び
左目画像７８ｌを取得する。制御部１１０は、ステップＳ６２と同様に、右目画像表示部
３６の表示画面７０に右目画像７８ｒを表示させるとともに、左目画像表示部３４の表示
画面８０に左目画像７８ｌを表示させる。そうすると、図１０Ｃに示すような仮想の表示
画像８８が得られる。
【００９０】
　ところで、［２Ｄ表示］ボタン９４のクリック動作に応じて、アイコン１５５、１５６
、１５７、１５８が操作画像８６の左方側に新たに表示される。
【００９１】
　また、アイコン１５５のクリック動作に応じて、表示倍率を現在設定されている値より
も小さく設定して、２Ｄ画像領域１４６ｒ、１４６ｌ（図９Ａ及び図９Ｂ参照）に平面画
像７４ｒ、７４ｌをそれぞれ縮小表示する。一方、アイコン１５６のクリック動作に応じ
て、表示倍率の値を現在設定されている値よりも大きく設定して、２Ｄ画像領域１４６ｒ
、１４６ｌ（図９Ａ及び図９Ｂ参照）に平面画像７４ｒ、７４ｌをそれぞれ拡大表示する
。
【００９２】
　さらに、「Ｌ」、「Ｒ」とそれぞれ表示されたアイコン１５７、１５８は、２Ｄ画像領
域１４６ｒ、１４６ｌに現在表示されている平面画像７４ｒ、７４ｌの種類を表示してい
る。例えば、図１０Ｃでは、「Ｒ」が実線の枠で囲まれているので、右目視差画像４２ｒ
から抽出された一部の画像が２Ｄ画像として表示されていることを意味する。一方、図示
しないが、「Ｌ」が実線の枠で囲まれている場合は、左目視差画像４２ｌから抽出された
一部の画像が平面画像７４ｒ、７４ｌとして表示されていることを意味する。
【００９３】
　なお、図１０Ｃで示すように、実線の枠で囲まれていないアイコン１５７をクリックす
ることで、新たに「Ｌ」側に枠が付される一方、「Ｒ」側の枠が消滅する。あわせて、現
在表示されている平面画像７４は、右目視差画像４２ｒから抽出された画像から、左目視
差画像４２ｌから抽出された画像に変更される。
【００９４】
　このように、観察者２０は、現在表示している平面画像７４ｒ、７４ｌの種類を容易に
視認でき、あるいは容易に選択的に変更できる。
【００９５】
　次のステップＳ６７において、図８に戻って、画像表示を継続するか否かを判断する。
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具体的には、ステップＳ６３と同様に、図１０Ｃの［終了］ボタン９６のクリック動作の
有無で判断される。ステップＳ６７の時点において上記クリック動作が確認された場合は
表示が終了する。上記クリック動作が確認されない場合は、次のステップに進む。
【００９６】
　次のステップＳ６８において、２Ｄ表示中止の指示の有無を判断する。具体的には、図
１０Ｃの［２Ｄ中止］ボタン１５４のクリック動作の有無で判断される。なお、ステップ
Ｓ６６が開始する所定のタイミングで、図１０Ｂに示す［２Ｄ表示］ボタン９４が図１０
Ｃに示す［２Ｄ中止］ボタン１５４に置換される。ステップＳ６７の時点において前記ク
リック動作が確認されない場合は、ステップＳ６６に戻り、前記クリック動作が確認され
るまでステップＳ６６～Ｓ６８の動作を順次繰り返す。一方、前記クリック動作が確認さ
れた場合は、次のステップに進む。
【００９７】
　次のステップＳ６９において、２Ｄ表示を中止する。図６に示すように、第２画像領域
設定部１２０は、２Ｄ画像領域１４６ｒ、１４６ｌの設定の解除の旨を、制御部１１０を
介して画像処理部１１２側に通知する。そして、第２画像取得部１２８は、平面画像７４
ｒ、７４ｌを表す画像データの画像配置部１３０への供給を停止する。そうすると、ステ
ップＳ６２で既に説明した通り、仮想の表示画像８８として立体画像８２が表示され、平
面画像８４が重畳されなくなる。
【００９８】
　そして、ステップＳ６２に戻り、画像表示を終了するまでステップＳ６２～Ｓ６９を繰
り返す。
【００９９】
　ところで、本実施の形態（例えば図９Ａ及び図９Ｂ）に示すように、２Ｄ画像領域１４
６ｒ（１４６ｌ）が３Ｄ画像領域１４４ｒ（１４４ｌ）に包含される関係となる場合に限
られない。図１１Ａに示すように、３Ｄ画像領域１６０と２Ｄ画像領域１６２とが部分的
に重複する場合（重複領域１６４）であっても本発明を適用することができる。この場合
、重複領域１６４には平面画像７４ｒ（７４ｌ）の一部が優先的に表示される。
【０１００】
　また、図１１Ｂに示すように、操作部１１６による操作に基づいて、２Ｄ画像領域１６
２を簡易的に移動できるように構成してもよい。例えば、操作部１１６の操作（例えばマ
ウスのドラッグ操作）により、ポインタ１６６の始点（２Ｄ画像領域１６２）から終点（
２Ｄ画像領域１６８）までＳ１方向に平行移動することができるようなＧＵＩを構成する
ことができる。
【０１０１】
　さらに、図１０Ｂの領域抽出枠１５０により指定された画像領域内に平面画像８４を重
ねて表示するようにしてもよい。例えば、図１２Ａに示すように、ポインタ１４８を用い
て領域抽出枠１５０を所定の位置・範囲に設定した後に、［２Ｄ表示］ボタン９４をクリ
ック動作する。そうすると、領域抽出枠１５０に囲まれた領域が、平面画像８４を表示す
る２Ｄ画像領域１４６ｒ、１４６ｌ（図９Ａ及び図９Ｂ参照）として設定される。さらに
、その外縁に遮光枠１７０を設けるようにしてもよい。この場合は、平面画像８４の表示
倍率は等倍（１００％）に相当する。
【０１０２】
　さらに、図１０Ｃの領域抽出枠１５０の位置を可変にし、その位置変更に応じた平面画
像８４を即時に表示するようにしてもよい。例えば、図１３Ａに示すように、領域抽出枠
１７２ａにより抽出された平面画像８４（マンモ画像９２ａ）が表示されている。そして
、図示しないマウスのドラッグ動作により、ポインタ１７４ａの指示位置を始点としてＳ
２方向に平行移動すると、領域抽出枠１７２ａも連動してＳ２方向に平行移動する。
【０１０３】
　そうすると、図１３Ｂに示すように、平面画像８４には、Ｓ２方向とは反対の向き、す
なわちＳ３方向に画像が連続的にシフトするように即時に更新表示される。前記マウスの
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より抽出された平面画像８４（マンモ画像９２ｂ）が表示されている。
【０１０４】
　以上のように、右目画像表示部３６及び左目画像表示部３４の表示領域１４０ｒ、１４
０ｌ内から３Ｄ画像領域１４４ｒ、１４４ｌをそれぞれ設定し、３Ｄ画像領域１４４ｒ、
１４４ｌ内から２Ｄ画像領域１４６ｒ、１４６ｌをそれぞれ設定し、３Ｄ画像領域１４４
ｒ、１４４ｌに表示するための右目視差画像４２ｒ及び左目視差画像４２ｌを取得し、２
Ｄ画像領域１４６ｒ、１４６ｌに表示するための平面画像７４を取得し、平面画像７４を
２Ｄ画像領域１４６ｒ、１４６ｌにそれぞれ配置するとともに、右目視差画像４２ｒ及び
左目視差画像４２ｌを２Ｄ画像領域１４６ｒ、１４６ｌを除く３Ｄ画像領域１４４ｒ、１
４４ｌにそれぞれ配置して右目画像７８ｒ及び左目画像７８ｌを生成するようにしたので
、立体画像上に平面画像を重畳するように配置しながら画像の視認が可能であり、画像領
域の省スペース化が図れる。これにより、一度に観察できる診断画像の情報量が増加する
ので、画像診断性を飛躍的に向上できる。
【０１０５】
　なお、この発明は、上述した実施形態に限定されるものではなく、この発明の要旨を逸
脱しない範囲で自由に変更できることは勿論である。
【符号の説明】
【０１０６】
１０…放射線画像撮影システム　　　　　　　１４…マンモ
１６ｂ、１６ｃ…放射線　　　　　　　　　　２０…観察者
２２…画像表示装置　　　　　　　　　　　　２６…放射線源
３４…左目画像表示部　　　　　　　　　　　３６…右目画像表示部
３８…ハーフミラー　　　　　　　　　　　　４０…立体視眼鏡
４２ｌ…左目視差画像　　　　　　　　　　　４２ｒ…右目視差画像
４４ｌ、４４ｒ…表示光　　　　　　　　　　４６ｌ、４６ｒ…偏光レンズ
４８ｌ…左目　　　　　　　　　　　　　　　４８ｒ…右目
７０、８０…表示画面
７２ｌ、７２ｒ、８８、９０、９２、９２ａ、９２ｂ…マンモ画像
７４ｌ、７４ｒ、８４…平面画像　　　　　　７６ｌ、７６ｒ、８６…操作画像
７８ｌ…左目画像　　　　　　　　　　　　　７８ｒ…右目画像
８２…立体画像　　　　　　　　　　　　　　８８…仮想の表示画像
９４、９６、１５４…ボタン　　　　　　　　１０９…画像生成装置
１１０…制御部　　　　　　　　　　　　　　１１２…画像処理装置
１１８…第１画像領域設定部　　　　　　　　１２０…第２画像領域設定部
１２２…第１画像取得部　　　　　　　　　　１２４…画像領域抽出部
１２６…画像拡縮処理部　　　　　　　　　　１２８…第２画像取得部
１３０…画像配置部　　　　　　　　　　　　１３２…枠画像付加部
１３４…識別画像付加部　　　　　　　　　　１４０ｌ、１４０ｒ…表示領域
１４２ｌ、１４２ｒ…操作画像領域
１４４ｌ、１４４ｒ、１６０…３Ｄ画像領域
１４６ｌ、１４６ｒ、１６２、１６８…２Ｄ画像領域
１４８、１６６、１７４ａ、１７４ｂ…ポインタ
１５０、１７２ａ、１７２ｂ…領域抽出枠　　１５２、１７０…遮光枠
１５５、１５６、１５７、１５８…アイコン
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